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Ⅰ 序言

ダス ･グブタは ｢カエサルたちの季節-アジアにおける非常事態体制と開発政治1)｣におい

て,非常事態体制の特質を次のように述べる｡-危機の期間が持続する.と執行部が主張する限

り･,それによる専政支配匹道を譲るように現行体制が構造的に変容される｡立法検閲が執行機

関に奉仕するようになる｡司法部が骨抜きむらされる｡プt/スと民衆の基本的自由が実質的に縮

減される｡民衆の同意は奨励されるが,異なる草且は注意深く排除挙れる｡-その際i_国家の

安全保障 ･公共の秩序 ･急速な経済発展の緊急の必要性が基本的課題として宣伝され,指導者

たちは熱心な管理と忠誠 ･規律 ･生産力の育成によって与れら全ての課題が解決されるそ主張

する2)0

1972年9月から1981年 1月まで継続していたフィリピンの戒厳令は,この種の非常事態の典

型と言える8)｡マルヲス-(FerdinandE･Marcos)大統領は,旧来のフイ7)ピソ社会の_基本的欠

陥を寡頭制的 (oligarchic)な所にあるとして,次のように述べていた｡即ち,..｢富者と貧者間

の経済的ギャップはごく少数の富者に対_して,政治的権能に関して過度の影響力行使の椀会を

与えている｡｣ ｢寡頭制的-1)-トは政治的権能を操作し,指導者を脅迫する｡｣他方大衆は
ポ ビュ 1)ス ト バーソナ l)ス ト イソデ イブイー}ユアyス ト

｢俗うけする,身勝手な,利己主義的な政治を永続化させている｡｣ ｢無制約な民主主義と自

由企業-既存状態を教唆している政治文化は,変更されねばならない4)｣と｡ 確かに戒厳令以

前の, ｢東洋における民主主義の陳列棚｣は検討すべき内実を含んでいた5). この点を掃えて

マルコスは,｢全ての者にとって機会の平等を｣事実とす るた め に,｢富と財産を民主化し｣

｢国家のためではなく人々のために社会を革命化し｣ ｢民主的革命 ･真正の革命｣を磯能させ

ると,要するに ｢立憲主義的 ･自由主義的 ･民族主義的な民主革命｣- ｢立憲的手段による継
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続革命｣一によって ｢新社会｣ (NewSociety)を建設すると,決意を述べた6)0

しかしながら,大統領の主張する ｢立憲的権威主義｣ (ConstitutionalAuthoritarianism)

に依拠して作られた ｢新社会｣は,結局の所,立憲民主主義の衰退と権威主義政府の生起をも

たらしたのではないかという,疑問がある｡ 種々の戒厳令体制の正当化7)にもかかわらず,読

者による紹介 ･分析はコストの多大さを物語っていや 8)｡ ｢<抑圧的開発政治> 体制9)｣ や

｢開発政治10)｣においても,開発と自由り共存の道を探る必要があろう11)し,市民的自由と代

議政治の喪失は,発展途上国が政治的安定と経済成長を達成するために支払わねばならぬ,必

要な代価であるという命題12)の正しさが,問われなければならない｡

以下本稿では,ワイマール共和国の合法的破壊と比肩しうると言われる13),フィリピン戒厳

令体制の主要な側面一正統性の外観 ･統治故横の変容 ･基本的人権の侵害 ･新社会における ｢

改革｣の意義 ･教会と国家の関係 ･再封建化理論の適用等-を,最近公刊されたいくつかの文

献に即して解明したい｡フィリピンの場合,緊急権のマイナス面14)-副作用(Nebenwirkung)

と誤用 ･濫用 ･悪用の危険性-が拡大して表■われている｡大統領による戒厳令への自己評価15)
ル- ･̂'オブ ･_F,- エツ_ヒソス

にもかかわらず,立憲的権威主義による法の支配と立憲主義の本質の破壊には,顕著 な もの

がある｡この点中立的な立場 (国際法律家委員会)からも,すでに次の八点が指摘 され てい

る16)0①我々はフィリピン最高裁の判示に照らして,当時の状況下では (戒厳令)布告が大統

領権限の正当な行使であったと認める｡②我々は戒厳令の継続とそれに伴う市民的政治的自由

の全面的に近い停止が,導入の四年後も依然正当化されるという,確証ある証拠を受け取らな

かった｡③従って現在の政府は, ｢公共の安全が要求する時,侵略 ･暴動もしくは反乱又はそ
●●

れらの切迫した危険17)｣から主に国家を守るためではなく,むしろ大統鏡とその協力者の個人

的権力を永続化し,フィリピン社会を統制する軍部の権力を増大させるために,憲法で与えら

れた権限を現在も用いていると結論せざるを得ない｡④ (戒厳令の継続を尋ねた四つの)国民

投票 referendaは実施状況から見て,人民意思の真の表明と見なすことはできない｡⑤1976.

10.16.の国民投票は,大統領に立法府の停止権と大統領令 (decree)による無期限の支配権を

与えたことにより,フイ1)ピソにおける民主主義の終了を画した｡⑥フイ1)ピソ政府は軍当局

を用いてフイ1)ピソ人民に対し,1935年と1973年の憲法の下での基本権を拒否している18)0

⑦政府は全ての下級裁判事に文書による辞表を要求して受け取ることによって,司法部の独立

を大いに扱い,また ｢後任者の任命により｣全ての最高裁判事を解任する権限を有している｡

⑧我々は (政府の努力は認めるが),･国の富の大部分がごく少数者の手中に集中されている限

り,また軍事部門の強化に圧倒的な優先度が置かれている限り,社会経済部F別こおける進歩の

度合は戒厳令布告時の多くの人々の希望より,遅れることは必至である･と結論を下す｡

戒厳令体制の最大の被害者は,悪意に満ちた暴力Vとより｢すさまじい貧困と,人間としての

尊厳の喪失と,巨額な負債だけ｣の状態に追いつめられている民衆である19)｡同時にまた ｢ア

ジアにおける貧困と民主主義の抑圧は車の両輪であり,私たち日本人はそのことに気づかない

乗客である20)｣と指摘される今日,戒厳令体制と日本との関連性の検討も逸することのできな

い課題であろ･う21)0

1) JyotirindraDasGupta,"ASeasonofCaesars:EmergencyRegimesandDevelopment

PoliticsinAsia,''AsianSurvey.vdl二'18,no.4(April1978),pp.315-349.
マソチ - ト

2) しかしながらこの開発の至上命題- ｢今成長し,後になって議論せよ｣-が,果たして配分的正
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義 PistributiveJustice)を実現せしめているかが問われよう｡

3) 簡単な概観として,Cf.LelaGarnerNoble,"EmergencyPoliticsinthePhilippines,"ibid.,

pp.350-362.及び,ディヴィッド･ワーフェル ｢フィ1)ピソ-政治変動の構造｣ (『世界』1982年11

月号)188-193頁｡

4) FerdinandE.Marcos,Today'sRevolution:Democracy(Mania,1971),pp.96,99,115･

なお参照,F･E･マルコス ｢寡頭制社会から 『新社会』へ｣ (西原正編 『東南アジアの政治的腐敗』

創文社,1976年)227-238京｡

5) 1969年までの国会議員選挙を分析したランデとシグラ.-によれば,表面的には合衆国と焼似した

競争的な二党制も,内実は社会的に異質な個々の支援者 (clients)によって支持された地方政治1)-

ダーたちの,同一的連合(identicalalliances)であった｡多くの議員は党への忠誠とか計画作成の第

一人者としての評判をうち立てるよりはむしろ,できるだけすばやく (支出した)投資の埋め合わせ

をして利益を挙げることに注意を払った｡議会は効果的な政策審議機関として発展することを妨げら

れたし.他方で大統領は,金銭やその他の恩恵の分配 ･投票用紙の違法な政党に活路を見出したo

CarlH.Land占andAllanJ.Cigler. "CompetitionandTurnoverinPhilippineCongressional

Elections,1907-1967," AsianSurvey,vol.19,no.10(Oct.1979),pp.977-1007.また独立以降
J<Ipネツs7

の共和国は新植民地主義下にあると把握するべp-は.恩顧 ･大量の腐敗 ･政治的範噂外とされたグ

ループの合法的抑圧を通じて,形式的な民主体制の権力を地主寡頭制が行使したと言う. 植民地時代

'に生まれた二党制は,封建的パターナリズムの最悪の特徴とアメリカ的恩顧政治の最悪の特徴とを結

びつけたものだった｡支配階級にとって政治とは,狭い階級利益を保護する技術であったし,公職は

制度化された略奪のシステムであった｡WaldenBello,"TheForms,FunctionsandCausesof

PoliticalRepressioninthePhilippines.▲" PermanentPeoples'TribunalSessiononthe

Philippines,Philib♪ines:Repression& Resistance(LondonandUtrecht:Komiteng

Sambayanang,Pilipino.1980),pp.114-64,at133-134.この哲学を最も良く示すものとして,辛

リノ (ElpidioQuirino)大統領に対する上院議長アヴェリノ(JoseAvelino)の古典的な声明が,こ

こで引照されている｡ ｢もしあなたが権力の濫用を許すことができないとしても,少くとも大目に見

なければならない｡何のために我々は権力の座にいるのか?我々は偽善者ではない｡実際には聖人で

ない時に,何故聖人顔をするべきなのか?｣QuotedinStephenShalom, ACounter-Insurgencyin

thePhilippines," JournalofContemporaryAsia,vol.7,no.2(1977).

6) JoseVelosoAbueva,L'IdeologyandPracticeinthe'NewSociety'," DavidA.Rosenberg,

ed.,MarcosandMartialLawinthePhil軸 ines(Ithaca:CornellUniv.Press,1979),pp.

32-84,at34.

7) F.E.M.の名前で出版された著書に,注4)の他以下のものがあるoNotesonikeN?w

SocietyofikePhiliPbines(n.p.,1973);A DialoguewithmyPeople(Manila:Dept.of

PublicInformation,RepublicofthePhilippines,1973);TheDemocraticRevolutioJlinlhe

PhiliP♪ines(Manila.n.p.,1977);FiveYearsoftheNewSociety(n.p.,1978);Zn

SearchofAlternatives:TheThirdWoyldinaねAgeofCrisis(Manila:NMPCBooks,

n.d.)

8) 例えば,三好亜夫子 『フィリピン･レポート』(女子パウロ会,1982年),笹原恭子 『フィ1)ピン

の旅』 (すずさわ書店,1981年),野村進 『フィリピン新人民軍従軍記』 (晩撃社,1981年),鶴見良

行 『アジアはなぜ貧しいのか』(朝日新聞社,1982年)240T277貢,参照｡但しこれら論者とは違い,

高橋彰氏はマルコス体制の ｢前進的性格｣を主張する｡綾部恒雄 ･永積昭編 『もっと知りたいフィリ

ピン』 (弘文堂,1983年)193-236貫o特に219貢｡

9) --メ-ト･フィース ｢経済開発と強権政治｣(坂本義和編 『暴力と平和』朝日新聞社,1982年)｡

10) 鈴木佑司 『東南アジアの危故の構造』 (勃草書房,1982年)0
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ll) スジャトモコ 『開発と自由-発展途上国の立場から』 (サイマル出版会,1980年)は,民主的開

発理論の緊要性を指摘する｡

12) DavidA.Rosenberg, "Ⅰntroduction:Creatinga ǸewSociety',"Rosenberg,ed.,oP.

cit.,pp.13-31.at16.

13) CarlH.Land占, "AuthoritarianRuleinthePhilippines:SomeCriticalViews,"Pacific

Affa壬rS,VOl.55,no.1(Spring1982),pp.80-93.at82.●

14) 小林教授はそれを,議会制と人権に及ぼす直接の影響,社会および統治構造の変質化作用,重大

な後遺症-｢立憲制の地盤沈下等,濫用の危険一人権と法治主義の侵害,･権力者による階級支配的使用

の可能性,悪用の危険-とくにク-デタの武器たる可能性に,分け て論 じる｡小林直樹 『国家緊急

権』 (学陽書房,1979年)118-135頁参照｡

15) 戒厳令の諸結果に満足しているかとの問にこう答えているo ｢それ (戒厳令)をもう一度行いた
■●●●●●●●●●●●● ●

いだろうかって｡イエスだ-二･･批評家がどんなことを言おうとも,我々は正しい路線の上にいる｡理
●●●●●●●●●●●●
論上だけでなく事実上もだ｡かつての混乱状態と,今の状態とを見たまえ/わが国の経済と社会の進

歩を見たまえ.′アメリカ人は論より証拠 (Theproofofthepuddingisintheeating)と言うだろ

う｡そう,ここにそれがあるのだ｡｣ RichardZ.Chessnoff,"ConversationinManila," News-

week,Åug.9,1976.しかしプディングの味はまた誰がそれを食べるかにもよる｡Abueva,oP.

cii..p.75.

16) TheDeclineofDemocracyinthePhilippines.AReportofMissionsbyWillian J.

Butler,JohnP.HumphreyandG.E.pisson(Geneva:InternationalCommissionofJurists,

1977),pp.46A8･`̀Conclusions''

17) 1935年憲法第7編10節2項の文言｡戒厳令の布告と人身保護令状の停止の発動条件｡

18) 即ち,L(a)国民代表を選挙する権利の拒否,(b)人身保護権の廃止.(C)プレスの自由の廃止,(a)言論

･情報の自由の重大な制結,(e)ストライキ権の廃止, (f)被疑者の尋問時における拷問の使用防止のた
プ レリミナ リー

めの効果的な措置の未実施,(g)告訴 ･審理なしの拘禁, (h)｢予備的拘禁｣の利用,(i)出入国の権利の

制限｡

19) ランドルフ･ダビッド｢多国籍企業と農民-フィリピンの場合｣(坂本編 『前掲書』)134-135貢｡
●●

20) 鶴見 『前掲書』277貢Oなお坂本教授は, 日本人の行動様式の問題だけでなくアジアの中小国に
●■

対する日本のかかわり方の構造の問題として,投資構造 ･貿易構造 ･援助の構造の三点を示唆してい

る0

21) 比日関係の総合分析は今後の課題であるが,ガル トヶソグ(JohanGaltung)らの地域的亜帝国主

義 (regionalsubimperialism)からヒントを得て, ｢米日大東南亜共栄圏｣ (U.S.JapanGreater

SoutheastAsiaCo-prosperitySphere)の形成を語るものもある｡別の視点から見る,岩林昇 『共に

生きるために-アジアの医療と平年』(新教出版社, 1982年)もこの点有意義である｡インドの場合

は,日本とのこの種の関係を一応捨象できるた軌 この作業を行っていない｡拙稿 ｢1975年インド非

常事態の検討 (-)｣北大法学論集28巻 2号 (1977年16月)119-142貢｡

ⅠⅠ 戒厳令前史

(1) 民族主義の高揚と憲法制定会議

1969年11月フィリピン史上初の大統領再選を果たしたマル コスは,70年代当初か ら深刻な危

機1)に直面 した｡60年代の経済危機2)に加えて,シ ャロームの言 う8)三つの要 因即ち,① エ リ

ー Tl間の紛争水準の上昇一例えば選挙運 動 の 激 化 ･-私兵の成長 ･マル コスと副大統領 ロペス

(FemandoLopez)の抗争,②エ リー トに対する大衆の挑戦の激化一学生 ･都市労働者 ･農民
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･南部のムス1)ム達の反対4).,③ アメ1)カ人の投資の地位に関する不確実性の増大一特にアメ

1)カ市民に ｢優越的地位｣を与えていたラウレル ･ラングレー協定 (Laurel-LangleyAgree一

ment牢))の74年失効をめぐる問題が,フィ1)ピソ社会において顕著となっていた｡

1972年の夏,最高裁も予想を裏切 りクアシャ事件判決6)及びルソン沖仲土会社 (Lusteveco)

事件判決7)において,民族主義的立場を明示するに至った｡これはシニシズムとマッ カーシズ

ムの忍従から立ち上った大衆の覚醒の一定の反映であり,またこの二判決は変革を求める新し

い政治集団に大きな力を与える･｡アメリカ植民地時代に制定され独立後も維持されていた1935

年憲法は,基本的にアメリカ型の統治機構 ･権利章典を採用していた8)｡ しかしこの憲法は,

植民地的汚点 ･社会権経済権と市民の義務の無視につながる自由権の強調 ･私的所有権の制限

的概念のために,独立国にはふさわしくないと見なされるに至 り,結果として寡頭制的支配 ･

政治的濫用 ･腐敗 ･悪化した社会的不正義 ･永続的後進性という,民主主義の病状を生みだし

たのだとの見解が広まった9)0

変革を求める声は国会を動かし,憲法制定会議 (ConstitutionalConvention,以下ではフィ

リピンでの呼称にならい Con-Conと略称)の設立が議題に上る｡国会は Con-Conの召集を

承認し (決議2号67.3.16,後に69.6.17の決議4号により修正),共和国法6132号 (70.8.24)

に基づき320名の代議員選挙が行われた (70.ll.10)｡選挙は,会議-の国会議員 ･政府官吏

の参加禁止と選挙費用の大幅な制限という条件の下,国民の関心を反映して多 くの立候補者

(2,431人)を数えた｡Con-Conは71年6月1日に開会したが,当初選出代議員10)内の反マル

コス勢力は強力であった｡

会議では大統領制から議院内閣制 (parliamentarysystem)- の統 治 機構の転換と, ｢マ

ルコス禁止｣ (banMarcos)規定の導入が 焦 点 とな る｡Con-Conの執行部に関する委員会

(Co- itteeonExecutive)は初期には大統領制の維持を提案したが (71年11月),翌2月唐

突に決定を覆して議院内閣制への転換を委員会案とした (立法権に関する委員会も同様O,軌跡

をたどる)｡議院内閣制の提案者マンダラブス (RaulManglapus)らの真意は,立法部と執行

部の融合により,より大きな協力が可能となり,法案審議の際多くの情報がもたらされるだろ

うという点にあったが,これに賛成した大統領の意図は35年憲法の三選禁止条項11)を乗 り越え,

新制度下で引き続き議院内閣制下の首相として権力の座に留まることが可能となる,という所

にあった｡｢大統領川の任期は選挙の後四年目の12月30日正午に終了する12)｣,つまり73年12月

31日以降マルコスはその職に留まり得ないという現実があった｡他方ラーマ(NapoleonRama)

代議員による,歴代大統領又はその親族 (配偶者を含む)･が国家元首又は政府の長となる資格

を剥奪するという趣旨の決議も,当初の支持 (161名)にもかかわらず72年夏には否決される

(155対31)｡この決議の否決及び前述の委員会案の転換とも,買収工作 (payolaスキャンダ

ル)の結果であったと言われる13)0･大統領は Con一℃onの操縦に成功する｡そして Con一七on紘

戒厳令布告の2カ月後,特異な経過規定 (TransitoryProvisions)を持つ憲法草案 を承認 し

た ｡

(2) 人身保護令状の停止とランサン事件判決

1971年8月21日フィリピンの-イド･パークと言われるミランダ広場 (PlazaMiranda)で

爆発事件で起こった｡そこでは当時野党 リベラル党が上院蓑員中間選挙のための集会を開いて

おり,数人の死者 ･数多くの傷者が出た14)｡マルコスは爆破の数時間後,人身保護令状の停止

を布告し (ProclamationNo.889),多数の被疑者を逮描した｡ ｢反乱状態｣の存在がその理
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由であったが,爆発指令はマラカニアン (Malacanang一 大統領官邸)から出されたとの疑問

も出されている15)0

逮捕された拘禁者は最高裁に人身保護の権利の回復を求めて出辞し,71年12月11日に判決が

下される (Lansang'Ⅴ.Garcia,し33964,42SCRA44816))｡この訴訟での論点は,①令状停

止の大統領特権に閑し憲法で規定されている条件が,実際に本件において充足されているかを

審理する能力が最高裁にあるのか,②実際に反乱状態が存在したかをめぐって,争われた｡最

高裁は①に閑し,布告の発出に関する事実の基礎の存在を審理できるし, ｢従って事実の基礎

の憲法上の十分性を決定できる｣とした17)0(卦に関しては,戦後政治史を跡づけた上でミラン

ダ広場の爆破に至った共産主義者の活動の証拠を認定した18)｡最高裁は,令状を停止した大統｣
領の行為の正しさあるいは賢明さを決定することではなく,それを正当化する事実の基礎を持

たない窓意的行為であり従って違憲であるか否かを確定することのみが,任務であり,本件の

場合 ｢慈意的な行動又は裁量の重大な乱用｣はなかったとして,ランサンの訴えをしりぞけた｡

この悪意性のテストを用いた行政の裁量権の拡大解釈 ･司法の自己抑制的態度は,戒厳令の

合憲性を問うその後の訴訟で踏襲された｡そして何よりも,人身保護令状の停止条件と戒厳令

の布告宣言条件との同一性からして,本判決は戒厳令-の道を切 り開いたと言える｡実際この

判決は9か月後,大統領によって大いに珍重される所となる19)｡ ミランダ広場での事件に起因

したこの判決は, ウォーレン･コート期の合衆国最高裁 ミランダ判決20)とまるで異なり,個人

の自由は ｢単なる一般原則 ･公共の安全という抽象的事由に基づいて拒否されるには余りに重

要だ｣とした50年代の-判決21)とも遠く隔たっていた｡裁判官の構成の変化もその一要因とし

て指摘できよう22)0

(3) フィリピンにおける反システムの変化

以上の直接的要田に加えて最後に,｢クーデタ以前の反システムの変化｣ (Pre一七oupAnti-

SystemChanges)をより広い文脈の中でまとめておこう. スト-ファーによれば,それは六

つの次元で見られた23) (実証データは省略).第-紘,権威主義 とテクノクラート支配への転

向である｡すでに60年代初期までに,新興国が民主的路線に沿って発展するであろうというナ

イーヴな期待は,軍事クーデタと現実政治 (Realpolitik)の要求に直面して崩れた｡そこで登

場した発展論24)は,支配のためのより強力で効率的な行政放横を発展させ,政治制度の能力を

増大させ,開発と結びついた危機に対処するための必要性を強調した｡この理論は政治の価値

を庶め,民主的参加の価値を導入しうる政治発展戦略の討議を回避し,近代化部局-の統制を

通じて開発をもたらしうる西欧化されたエ1)-トの重用という,累積的効果を生みだす｡経済

発展のためにはフィリピンの政治システムは枚能不全であるとか,選挙のコストが問題とされ

る｡そしてこの種の権威主義-の知的転換が,政治の可能性 ･政党 ･代議制に関する動態的見

解の支持者から地盤を切 り取 り,開発のための手段としてテクノクラートを採用する道を準備

した｡

第二の次元の変化は,フイ1)ピソにおけるアメ1)カの利益の将来をめぐって起こった. (前

述の如く)その一つはアメリカ人-の特別の保護と便宜が,60年代の民族主義運動の高揚につ

れて漸次攻撃されるようになった点であり,もう一つはニクソン ･ドク111)ソにより重要性を

増した軍事施設の維持に関してである｡この二条件はアメリカ人にとって,望ましいタイプの

保障をもたらしうるシステムの変化を支線するための,強力な誘国となった｡マルコスは大統

鏡に就任早々,古い行政機関に変えて新しいそれを作るために前進し,一群の若い行政官を登
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用した.70年代初頭までに彼らは緊密な集団を形成し,テクノクラーt.25)と呼ばれるようにな

る｡在比アメ1)カ人商工会議所 (Am ericanChamberofCommerceofthePhilippines)紘,

この集団の推進する政策26)を熱心に支持するようになる｡
コ7I)ツシヨソ

第三は,これらの政策が反政府連合勢力からの攻撃を受けるようになった点である (新植民

地化促進の非簸).国会 ･マスメデ ィア ･裁判所の中佐民族主義が支持者を獲得するにつれて,

テクノクラート (開発行政官)は一つの選択肢を代表しながらも包囲されるに至る.

第四の次元の変化は,フイ1)ピソの軍隊 ･准軍隊の急速な膨張 と再 利 用 (retooling)であ

る27)｡ マルコスは ｢開発｣の一枚関として軍を直接利用し (民間作戦計画 civicactionpro-

grams),軍はアメ1)カ軍の反乱防止 (counter-insurgency)･民間作戦計画の中へ統合されたO

国防予算の増大 ･AID(国際開尭局)による警察の訓練と援助 ･民間防衛隊 (HomeDefense

Force)の設立等に.より,フイ1)ピソの軍事化は顧考なものとなった.そして72年夏までには,

戒厳令の準備の詳細が公知のものとなっていた28)0
t!s7ネス ･コ ミユー_テイー

第五の次元の変化は,独立後急速に成長していた産業界の中に,IMFの指示した変動為替相

場制と通貨切下げのため生じた分裂である｡産業界は民族主義陣営-移行し急進派の支持者と

なったものと,テクノクラートの提供する開発戦略が最良の利益となると確信するものとに分

裂した｡そしていずれかの選択を迫られた産業界は,70年代初めまでには結局大勢に従って,

ブラジルと韓国の中間的な依存的工業化の開発モデルを受け入れるようになるo
I)ソケーS7

最後の仮説的次元の変化は,比米の公的私的な諸集団問の連繋関係の膨張である (大学 ･研

究所 ･政府横間 ･軍部 ･警察 ･産業界等において)｡この関係の網の目は富める者と貧しい者

との間のギャップを増大せしめる他, 深刻な問題を生じさせる｡ つまり ｢点滴的｣ (trickle

down)開発モデルが,減少する地位に抗議する集団に対して向けられる,国内の暴力水準の

上昇を要求する.そして外国支配の物理的プレゼンスに抗議が及ぶにつれ,新しい抑圧の波が

その後に続 くのである29)｡

1) 滝川勉 ｢フィ1)ピソ｣ (滝川他 『東南アジア現代史』有斐閣,1982年)57-89貢,掛 こ67-74貢に

簡潔な描写がある｡

2) JoelRocamora, "USImperialism andtheEconomiccrisisoftheMarcosI)ictatorship."

PermanentPeoples'Tribunal,oi).cit.,pp.62-84at67170 は農業危機 ･輸出の停滞 ･負債の増

大 ･ペソ切下げの影響 ･賃金の下落を述べている｡

3) StephenRosskamm Shalom,TheUnitedStatesqndthePhilippines:A Studyof

Neocolonialism (Philadelphia,Penn.:InstitutefortheStudyofHumanlssues..1981),pp.

161-170.

4) 64年の愛国青年団 KabataangMakabayan(KM)の結成,フィI)ピソ共産党の再建 (68年)と新

人民軍 (New People'sArmy:NPA)の結成 (69年),戒厳令後であるがモP民族解放戦線(MNLF)

とモロ民族軍 (BangsaMoroArmy:BMA)の結成｡彼らの主張につき参照,アマド･ゲレロ,北沢

正雄訳 『フィリピン社会と革命』 (亜紀書房,1977年),PermanentPeoples'Tribunal.op.cit.,

passim.1970年 1-3月の学生中心のデモ `̀FirstQuarterStorm''は.中国の五四運動と比較でき

るほどであったとするものに.Bello.op.cit.,p.138.
′:1)テ イ

5) 第6条で天然資源と公共施設の開発についての内国民待遇,7条でその他のビジネス活動全般に

おいての平等待遇を,アメリカ人に与えていた｡比米間の経済並びに軍事関係を律する条約等のネッ

トワ-クには以下のものがある｡ベル通商法 (BellTradeAct,46年)-ラウレル ･ラングt/-協定
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の前身｡これを実効化するための憲法改正 (46年)-パ1)ティの導入｡経済 ･技術協力に関するキリ

ノ･フォスター協定 (51年)｡経済援助法 (54年)一合衆国国際開発局(UsAD)による浸透｡.-米比軍

事基地条約 (47年)｢20以上の基地租借権を99年間認容｡米比軍事援助条約 (47年)｢統合合衆国軍

事顧問団 (JointUSMilitaryAdvisoryGroup:JUSMAG)の成立｡米比相互防腐 ･条約 (51年)-

｢相互防衛｣のためアメ7)カに軍事介入権を与える｡ Cf..Makibaka..′JoinUsin.Struggle.′

AdocumeniaiionoffiveyearsofresistancetomartiallawinthePhiliPPi7?eS (Am ers-

foort.Holland:FriendsofthePhilippines,1978),,pp･16-17･1

6) RepublicofthePhilippinesand/ortheSoliciterGenerai'V.williamH.Q,uasha.Ph2'l軸 ine

SubremeCourtRepoyts,Annotated,vol.46,pf.160(Åug.17,1972). ｢私有農地｣を所有し

ていたフィ1)ピソ在住のアメ1)カ人弁護士クアシャが,74年以降も土地所有埠が持続するか否かにつ
クイト′l

き宣言的判決を求めて出訴｡最高裁は土地所有権を認めた下級審判決を覆して,46-74年間の合衆国

市民による私有農地の所有は違法であり,本件所有権も74年以後継続しないとした｡

7) LuzonStevedoringCorporationv.Anti-DummyBoard,ibid.,pf.474(Åug.18,1972).

最高裁は,フィ.)ピソ人に留保された経済部門の会社が外国人を経営者 ･取締役として持つことはで

きないと判示した｡

8) EnriqueM.Ferdando, "TheAmerican Constitutional ImpactonthePhilippineLegal

System," LaurenceWardBeer,ed.,Constitutionalism inAsia:AsianViewsofthe

AmericanInfluence(Berkeley:Univ･ofCalifomi aPress,1979),pp･144-178･佐藤功監琴 『ア

ジアの憲法制度』 (学陽書房,1981年)183｢232貢 (松田聡子訳)0

9) Abueva,ob.cii.,p.37.

10) メンバーの詳細については,Cf.EnriqueM.Ferdando,TheConstitutionofikePhilip♪in.es

(Manila:Central LawbookPublishing,1974)pp.9-12.

ll) 35年憲法第7編 5.節｡

12) 35年憲法第7編4節｡

13) PrimitivoMijares,TheCon]ugaZDictatorshipofFerdinandandZmeldaMarcosI(Sam

Francisco:UnionSquarePublications,1976),pp.137,161-3.これに関するキンテロ(Eduardo

Quintero)代議員の証言もある (ibid.,pp.53-54)｡但し,収賄側の代議員の責任も指摘するものに

Cf.ReubenR.Canoy.TheCounierfeilRevolution:MartialLawinthePhilippines

(Manila:PhilippineEditionsPublishing,1980),pp.151-154.

14) その中にはオスメ-ニヤ (SergioOsmehaJr.),サpソガ (JovitoSalonga)両上院議員,/(ガ

トシソ (RamonBagatsing)マニラ市長がいた｡Canoy,ihid.,p.1.

15) Mijares,ob.cit.,pp.145-152.

16) 判決要旨は ICJreport,ob.cit.,pp.6-7.を参照した｡

17) この部分は,以前から権力分立に基づき最高裁が維持してきた ドクトリン-大統領による人身保

護令状特権の停止に関する事実の基礎については審理しない-の放棄である｡ RolandoV.delCar-

men,"ConstitutionalityandJudicialPolitics,"Rosenberg,ed.,op.cit.,pp.85-112at88.

18) 即ち,① ｢すべての共産主義妻は-彼らの主要かつ窮極の目標を達成するために,力と暴力とが
●●

不可欠だと信じている｡｣②新人民軍の存在を示す証拠は ｢-反乱の存在それ自体の証明である｡(再

建共産党による新人民軍設立)宣言は,正当に設けられた当局への公然たる挑戦の性質を持ち,実際

の戦闘が始まる以前に交戦状態を十分生ぜしめる宣戦布告にも比せられうるO｣③新人民軍は余りに

小規模であり,公安を害すると見ることはできないという主張に対して- ｢この議論は,憲法と制定

法の観点からは拡大解釈する必要がなく内戦規模に達する必要もない,反乱の存在を否定するもので

はない｡｣ ｢反乱の存在は明白であるo｣

そして公安への挑戦の親模の争点は, (本文中vLも摘記したところだが)以下の原則に基づいて取
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●■●●● ●●●●●●
り上げなかった｡ ｢最高裁の機能は執行部になりかあることではなく,それをチェックすることだけ●●●■■●●●●●●●●●■
である-つまり執行部の長が自らの権能の憲法上の制限を姶越したか否かをたんに確定することだけ

である｡｣<注16)文献より引用>

19) ｢全ての人は疑いなく反乱状態が存在していると思っている｡-･･･共和国-の危険と反乱の存在

は,ランサン事件判決において我が最高裁によっても東認されている｡判決以来,危枚は一層深まり

反乱は悪化しエスカレートしている｣(戒厳令宣言に関する大統領声明)｡ ｢最高裁は(この判決で)-

無法分子の非合法活動が公共の安全と国家安全保障に対し,明白かつ現在の危険を現実に提起してい

ると結論を述べた｣ (大統領布告1081号)｡Source:VitalLegalDocumentsinthe叶ewSociety

(ManilaL:CentralBookSupply.n.d.),Ⅰ,pp.1-22,citedinRosenberg,ed.,op.cit.,pp.219

-241(Appendixi& 2).

20) Mirandav.Arizona,384U.S.436(1966).

21) Peoplev.Hernandez,99Phil.515,551-552(1956).注10)引用の Fernando.op.cit.,

p.503.による｡

22) Mijares,oP.cit.,pp.152-153.413-114.

23) RobertB.Stauffer, "ThePoliticalEconmyofRefeudalization." Rosenberg,ed.,op.

cit.,pp.180-218at187-198.

24) 代表的な一例をあげると SamuelP.Huntington.PoliticalOrderinChangingSocieties

(NewHaven,Conn.:YaleUniv.Press.1968).内山秀夫訳 『変革期社会の政治秩序』(サイマル

出版会)｡

25) インドネシア･タイ･シンガポール ･マレーシアとの比較において,フィリピンテクノクラート

の特質が政治基盤の欠如にあるとするものとして,Cf.R.S.Milne, "TechnocratsandPoliticsin

theASEANCountries."PacificAffairs,vol.55,no.3(Fall1982),pp.403-129.

26) 外国民間投資への依存の増大,自由貿易と資本流入への制限撤廃,経済基幹部門の外国人支配を

禁じる憲法上の諸制限の撤廃,外国からの新規借款と依存の熱心な受容,輸出志向型工業化へ の支

持,国内の緊縮｡

27) 60年代半ばまではフィリピン軍の役割は民主的だった｡参照,拙稿 ｢発展途上国における文民統

制 (-)｣北海道教育大学紀要 (第 1部B･社会科学編)30巻 1号 (1979年9月)1113貢｡

28) そのマスタ-プラン, 暗号名 ･射手座作戦 (Oplan Sagittarius)の作成者はごく一部であり秘密

とされていた｡Canoy,ob.cit.pp.17｢20.

29) PermanentPeoples'TribunalSessiononthePhilippines,oP.cii.は経済的 ･政治的 ･文化

的抑圧に関する豊富で生々しい多くの証言 (労働者 ･農民 ･移民労働者 ･婦人 ･公務員 ･作家 ･少数

民族等によるもの)を含んでいる｡鶴見良行 『バナナと日本人』 (岩波書店.1982年)も有益である

(特に190-192頁参照)｡

ⅠⅠⅠ 新案注の泉認

(1) 戒厳令への移行

戒厳令への一移行に伴い大統領布告 No.1081に続いて,陸続として大統領布告 (Presidential

PrQClamation)･令 (Decree)･命令 (Order)･訓令 (Instruction)が出されるようになる1)0

初期の主要なものを摘記しておこう2)｡ まず大統領は ｢国家を統治し政府全体の運営を指示す

る｣権限を持った (一般命令丁以下G.0.とする-N0.1,72.9.22)｡フィリピン軍は逮描 ･拘

禁を開始する (G･0･Nos･2A｣),9･26-ll.7)｡ 全行政部局が現行法に従って各自の職員と
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共に活動を継続するよう指示されると共に,司法部の権限も制限される (G.0.No.3,9.

228))｡また火盛の所新 王無期醸拘禁の対象とされ (G.0.No.6,9.23),メディア･航空磯 ･

船舶の掌握と支配 (大統領訓令一以下 L.Ⅰ.とする-N0.1,9.22),旅券と警察 ･移住 J課税ク1)アラソス
証明の発行差し止め (L･Ⅰ･...Nos.4J,9.22),外国為替の売却禁止 (L.I.No.7,9.22)が

実施された｡大統領の任命にかかる中央政府の全ての官吏 (下級裁判事は対象内だが,最高裁

の長官と裁判官,会計検査院長,選挙委員会の委早長と委員を除く)は,政府の再編促進のた

め,72･10･15.までに辞表痩出を要求される (L.Ⅰ.No.ll,9.22)｡各省の長官 ･地方政府の

首長は告発を受けたかあるいは好ましからざる人物と思われる公務員に対して,敏速な懲戒処

分をとるよう指示された (L.Ⅰ;'Nos.12-14B,9.26-ll.9)O

(2) 1973年憲法 (経過潰走について)

戒厳令施行と共に休会中の国会は閉鎖されたが,･制憲会議は作業を継続し72年11月29日新憲

法草案を承認した｡主な改正点は,大統領制から議院内閣制への移行,二院制から一院制への

移行,強力な権限を有する首相の設置である4)0･しかしこの草案に付されていた第17編経過規

定5)により,本文中の三権分立は大いに歪曲されていた｡
ラテイフイケーシヨ:′ ･

まず,この憲法の批准に基づいて,正規の国民議会 (regulafNationalA岳sembly)議員が

選挙されかつ就任するまで,暫定国民議会 (interi読 NationalAssembly,以下INAと略称)

を直ちに設置するとした｡但し,正規の国会議員選挙はINAの要求中とよる (17編 1節).INA

のメンバーは,現大統領 ･副大統領,Con-Conの議長,憲法批准後30日以内にINAの議員とな

る意思を選挙委員会に表明する上院 ･下院議員,17編に賛成した Con-Cop代議員である (2

節)｡またINA議長が選出されるまで,.現大統領がまずINAを召集し,会期を主宰する｡暫定

大統領 ･暫定首相の選出を行 うために現大統領によってINAが召集されるまで,現大統領は,

旧憲法下の (大統領)権限 ･特権と新憲法下の大統領 ▲首相に与えられる権限を行使する (3

節 1項)｡現大統領により公布され実施されている全ての布告 ･命令 ･令 ･訓令 ･法律は 国内

法の一部をなし,戒厳令の解除後もしくは本憲法の批准後も正当 ･合法 ･有効なもめにとどま

る (3節2項)｡現在の政府の全ての公務員 ･雇員は,法律によって別に規定されもしくは現

大統領によって別に指令される宜では職に由まるが,本革法により首相の任命にかかる公務員
クオ1)フイケーシヨソ

は,後任者の任命 ･資格付与が行われる時に各自の職を暴 くものとする (9節)｡司法部の現

在のメンバーほ前節に従っ七任期前に交代させられない限り,70才に達するまでひき続き在職

できる (10節)0

この経過規定には一見しただけで,以下のような難点があることが理解されよう6)｡第-に,

現大統領が35年憲法と新憲法の両方によって与えられる権限を行使することは (3節 1項),

全ての合法性観念 (allnotionoflegality)に反する｡ひとたび新憲法が存在するようになれ

ば,執行権に関する規定を含んでいる35年憲法は自廟 的に有効性を失 うと考えられるべきであ

る｡また35年憲法の下で大統領に与えられた権限と新憲法によって大統領と首相に与えられる

権限との間に,紛争が生じる実際の可能性もあろう｡第二に,一人 (現大統領)が三つの別個

の機能において与えられる莫大な権限を行使するというこの事･態は,現大統領が新憲法下の立
.●●●●

法磯閑たるINAの召集を選択するまで,無期痕に維持され うる｡そしてINAの召集に関する大

統領の自由裁量には,何らのガイドラインも定めら.れていない｡第三に,3節2項は制憲会議の

枚能からして異常である'｡Cod-Conは基本法の起草だけを委託され長のであり,普通立法につ

いてはタッチしないはずだった｡この機能は憲法により■設立される立法機関の債域(domain･)
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であろうO本項は法における論理ではなく,承認前の大統領の行動の文脈におけるそれを持っ

ている｡本項はこれまでの布告等と,新憲法の公布とINAの召集を選択する時点間の舞期限の

期間になされる全ての将来の執行部行為を,永久化することを意図していた｡

さらにlNAは正規の国民議会のための選挙時期を決定する嘩権を持っているので (1節但書

参照).無期限に存在しうるが,第二で指摘したようにINA自体の不召集も十分予想できる｡

このような難点を持つ経過規定に対し深刻な懸念の意を表明した少数の 代議員もいたが7),

大勢は,自動的にINAでの議席を保障される利点を見て (2節参照),自己保身的票決を行った

のである8)0

(3) 新憲法の批准と最高裁の対応

Con-Conの決定を受けてマルコスは迅速に行動した9)｡まず大統領令73号により,憲法草案
ブ レti'シツ ト

を ｢73年 1月15日に実施される人民票決において賛否を求めるため人民に付託｣した(12.1)0

同時に提案■された憲法の自由な討論を許し,奨励した (G.0.No.17,12.1)｡これを受けて,

ピレビシットの執行差止訴訟がいくつか最高裁に提訴されるに至る10)｡大統領は更に,憲法に

関する自由な討議をなさしめるとして,布告1081号の効力の一時的停止を内容とする命令をだ

す (12.17)0

ところがこの命令は G.0.No.20によって停止され,同時にプレビシットの延期も決定され

た (73.1.7)｡なお1月6日の P･D･No.90は ｢誤った情報のうわさ,流布｣を犯罪として禁

止するとした｡そしてついに, ｢地方と全国の問題を審議する｣ための機関として,市民会議

(CitizensAssembly,バランガイ)を創設する11) (P.D.No.86,72.12.31)｡この頃プレビ

シットに代えて,いくつかの重要問題に関し ｢人民とのゆるやかな協議(looseconsultation)
レ フ エ レソ〆ム

の性質を持つ｣国民投票が実施されるだろうとい う趣旨の観測記事が,新聞に掲載されるよう

になった｡これを受けて新設間もないバランガイに,五つの質問が審議のために提出される (

後に六個が付加12))0

他方プレビシット･ケースの申請者達は,これらの最高裁を ｢出し抜 く｣ (tobypassand

short-circuit)試みを憂慮して,73年 1月15日までに決定を下すようにと緊急追加申し立てを

行った｡17日最高裁が申し立ての審理を行っている際中に,大統領布告 1102号が発せられ,

95%の賛成でバランガイによる新憲法の批准が決定したと公表された13)｡同時にまた,暫定国

民議会の不召集と,戒厳令の無期限継続も布告された (P･Nos･1103,110414))｡この既成事

実に直面した最高裁は,布告1102号が争点を模擬裁判化した(mooted)として,訴えを却下す

る3(73.1.22)｡ J･

民意による正統性の付与のための手段-バランガイによる国民投票は,73年以後も大いに活

用される15)が,第一回目の今回も不正な茶番劇ではないかとの疑惑が払拭されなかった16)｡そ

こで民意による批准をかち得たとされた新憲法に対し,その無効を正面から問う訴訟が相次い

で提訴され,ここに最高裁の対応が注目を集めた｡これら新憲法訴訟のうち,73年3月31日に

決定がだされた Javellanav.ExecutiveSecretary,et.al. 17) は重要な意義を有するo申請

人は,戒厳令下で自由が縮減されていたうえ,新憲法は35年憲法に従って正当に批准されなか

った18?,国民投票は提案された憲法の批准のための合憲 ･合法的手段ではないと述べ,閣僚そ

の他の高級官僚が憲法規定を履行してはならないことを訴求した｡一方政府側は ｢政治問題｣

の法理を主張し,本件批准手続と35年憲法に実質的一致があること,73年憲法は自由で公正な

秩序ある選挙において国民に提出され,またP.No.1102は最高裁を拘束すること,35年憲法15
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編の改正過程はその他の方法による改正を排除しないことを,抗弁した｡

最高裁は論点を五つに整理し七各々多岐な意見の分布を示した19)が,結論-として訴えを6対

4で却下し, ｢有効に施行中の新憲法に対する更なる障害はない｣と宣言した｡この判決は現

状のたんなる正当化に過ぎないと評価するのは,早計である｡なぜなら,判決は,6対 4で新

憲法の実質的批准を否定した部分を含んでいたし (荘19論点②参照),賂示の承諾についても

多数意見の形成はなかった (論点③参照)からである.そして, ｢市民会議を通じて表明され

た大統領自身の評価,大統領が着手し棒想した社会的経済的改革の実行の成功にとっての73年

憲法の重要性｣とい う,主観的要因の考慮を逸してはならないとした二人の裁判官 (カス トロ

とマカt)ソタル)の意見20)が,結論 (論点④)を導きだす決め手なった｡同時に, ｢新憲法が

有効でないと宣言するためには十分な票決がなかった｣ (長官)とい う消極的肯定であったこ

とに留意一したい｡

デル ･カーメソは本決定を評して21),他の統治部門の行為に関する妥協のない番犬とい う以

.ー前の姿勢から,与えられた現実の急務を認めそれに適応するとい う柔軟な立場へと,最高裁が
ブ ラグマテイ ツク

移行したと言 う｡その呆際的な英知は明白だった｡究極において既成事実を正当化した点で,

これは大統領にとっての勝利だった｡大統領は戦斗には敗れたが,戦争には勝利した｡他方批

判者 もまた滞足し7:=｡達意な手段の使用に関して大統領に対して向けられた論難 と政治問題の

準理の排斥とは(革点②及び①),批判者に道徳的勝利の主張を許容するものだった｡しかし最

大の受益者は最高裁自身であったのではないだろうか｡最高裁は, ｢重大な法的挫折による当

惑を大統領に与えることな く,司法部門を通じて抑制と均衡が未だ健在であるこ.とを思いださ

せようと,穏やかな戒めを述べるのに十分な勇気を奮い起こしたからである｣(カーメ,/)｡す

でにマルコスは.メ･リイマン事件22)におけるリンカーンの行動に触れていたし,前述の経過規
コ- I.･/<ツキソ〆

定 17編 10節に基づ く武器の他,ル-ズヴェル 1.の裁判所抱き込みを連想させる規 定 もあっ

た23)O最高裁に残されていた選択肢は多 くはなカったのである｡

1) 布告･令等は以来数千個にも及び,大統領による立法は体制の第一の特徴になっている｡Sidney

Silliman,''ThePhilippineCourtofAgrarianRelationsintheContextofMartialLaw,"Asian

survey,vol.20,no.6tJune1980)p.634.

2) ここでは主にコソセプシオン元最高裁長官執筆のペーパー,RobertoConcepci6n,"Administra-

tionofJusticeunderMartialLaw,''ICJReport,op.cit.,pf.50(AppendixA)によった0

3■) 裁判権が剥奪されたのは以下の六つのタイプの訴訟｡①布告1081号に従って制定される令 ･命令

･法律の有効性･合法性･合憲性,②① (プラス規則 rules･規程 regulations)を受けて制定される

規則･命令･法律のそれ,(卦国家の安全保障と国際法に反する犯罪,④国家の基本法に反する犯罪,

⑤公共の秩序に反する犯罪,⑥ (軍の)権能･階級･称号り横領と氏名･制服･勲章の不正な使用に

関する犯罪,⑦公務員が行う犯罪｡ Source:VitalLegalDocuments.I,pp.26727.citedin

Rosenberg,ed.,op.cii.,-Appendix4.

4) 山崎公士 ｢フィリピンの法制度｣ (山崎利男･安田信之編 『アジア諸国の法制度』アジア経済研

究所. 1980年)1461181貢 (154頁)｡

5) テキスト札 Fernando,TheConstitutionofikePh2'lippines.pp･ⅩlNI-L･による.,

6) "ReportoftheNationalCommitteefortheRestorationofCiviLibertiesinthePhilip-

plneS," inRosenberg,ed.,op.cit.,Appendixll,pp.264-268.

7) バレツラ元最高裁判事はこう演説した｡ ｢大統領,私はこの経過規定に関する草案の条文が重要

な争点を深く考慮することなく,拙速のうちに準備されたと言わざるを得ないことを,遺憾としま
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すOあえて申し上げれば.これはマルコス大統領自身が革命-の回答となるべきだと公言されている

もの一民主主義一に反するものです｡草案の条文はまさに正反対のものです｡これは意図しないうち

に,多かれ少なかれ永久的な独裁制を確立し,一層悪いことには国の基本法の中にそれを制度化する

ものですo｣ Jes.usBarrerain "SpeechagainstNewConstitution''(mimeo),citedinibid.,

p.268.またオルティス代議員 (アテネオ ･デ ･マニラ大学前学長)紘,投票時にこう発言した｡ ｢ケ

マル ･アタチュルクが近代 トルコの基盤を定めるのに15年かかった｡ムッソリーニがファシストイタ

I)-を作るには20年,ヒトラーが第三帝国をでっちあげるのに12年,ドゴールがフラソ･スの再生をも

たらすのに10年かかった｡そしてスペインでは40年の移行政府の後,人民は王制を回復させるために

まだフラ1/コを待っているのだ｡｣SpeechbyDelegatePacificoA.･Ortiz,submittedinexplana-

tionofhisvoteontheproposedConstitution,Dec.1.1972(mimeo),citedin,delCarmen.

ob.Cii.,p.･92.

8) 更に給与 ･経費としてINA議員は,年に21.6万ペソを受け取ることができた｡この魅力のある申

し出は,最も愛国的な代議員の抵抗力をも弱めたであろうと指摘されている｡Zbid.,p.91.

9) 以下の事実については Concepci6n,op.cii" pf.54.及び ICJreport,ob.cil..pf.13.に

よった｡

10) プレビシットを求める権限は,大統領ではなく国会にあることを理由に12.7112.16にかけて提

訴された G.R.Nos.し35925,35929,35940,35941,35942,35948,35953,35965,35979(通称プ

レビシット･ケース)｡

ll) バラソガイは ｢民主過程における市民参加の基礎を広げ,重要な国民的争点に関しての見解を表

明する十分な政会を市民に与える｣ことを意図しているとされたが,バリオ (barrio) ･区 (district

orward) の15才以上の居住者から構成される (但し,投票権年令は~旧憲法では21才,.新憲法では18

才以上であることに注意).中川剛 『町内会』 (中公新書,1980年)184-187貢も,(フィ1)ピソにお

ける)市民参加が国民投票によって決定権をいよいよ中央政府に委ねてしまう危険を感 じる,とす

る｡

12) 質問事項は以下の通 り｡①あなたがたは,全国に影響を与える争点を決定するために,民意によ

る政治の基礎として市民会議の組織を承認するか｡②提案された新憲法を東認するか｡③それに関す

るプレビシットを望むか｡④1973.3.11に実施が予定されていた選挙を望むか｡⑤この選挙が行われ

ないならば,実施を望む時期はいつか｡⑥戒厳令の継続を望むか｡⑦新社会を東認するか｡.⑧戒厳令

下の改革措置を承認するかO⑨国会が再び常会を開くべきだと考えるかo⑬新憲法に関する後日のプ

レビシットを望むか｡⑳大統領の政府運営方法を好ましいと思うか｡NewYorkTimes,Jam.ll,

1973,p.C5citedin,delCarmen,op.cit.,p.92note20.これらの質問には予め回答が付され

ていたとも言われる (Concepci6n,op.cit.,p.55)0

13) ある文献はその場の情景をこう述べる｡ ｢17日の口頭弁論の途中で,コソセプシオン長官は弁解

して法廷から出ていった｡弁護人は,長官がたんに個人的な理由で退席したのだと思った(そうだ)8

だが実際には大統領からの緊急メッセージを運んできた司法長官サントス(AbadSantos)によって.

退席を求められたのだ｡彼は布告.-を手渡された｡長官は法廷に戻り,驚いている弁護団に向って諸

君の恐れていた 『既成事実』がなしとげられたと宣言した｡弁護団長はそれを聞いて泣いた｡｣ICJ

Report,pp.15-16.

14) P.No.1102,AnnouncingtheRatificationbytheFilipinoPeopleoftheConstitution

Proposedbythe1971ConstitutionalConvention;No.1103,DeclaringthattheInterim Nation-

alAssembly ProvidedforinArticleXⅦ (TransitoryProvisions)oftheNew Constitution

BeNotConvened;No.1104,DeclaringtheContinuationofMartialLaw.Rosenberg,ed.,oP.

cit･.Appendix7,8,10に全文がある｡布岩1103号により. 78年6月12日の暫定バタサソ･′テンパ

ソサ (interim BatasangPamもansa)の召集まで,立法府は完全に存在しないことになった｡独立後
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の議会がいかに機能不全であったにせよ-この点 RobertB.Stauffer,ThePhiZibPineCongress

:CausesofStructurallChahge(BeverlyHills;SagePubns..1975)

は慎重な検討を要すると述べ,議会-近代化の阻害論を批判する｡do,"CongressinthePhilippine

PoliticalSystem,''Allan Kornberg& LloydD.Musolf,ed.,LegislaturesinDevelopmeld

Perspective(Durham,.NorthCarolina:DukeUniv.Press),pp.334;365.も国民統合に果した

役割を高く評価する-インドネシア･シソガポ-ル ･マレーシア･ビルマ･韓国･インド･台湾 ･中

国における権威主義体制も,まったくの議会なしですませていることはないことが,注目されよう｡

Abueva,ob･cii.,p.49･ なおその後 ｢正常化｣へ向う一段階として大いに喧伝され,マルコスの
ラ/(ソ

新社会運動 (KilusangBagongLipunan:KBL) とアキノ(BenignoAquino,Jr.)らの LABAN

(LakasngBayan)による激しい選挙戦を経て設置された暫定国民議会 (IBP)もその構成 ･権限等

を仔細に検討すれば-Cf.KitG.Machado,"ThePhilippines1978:AuthoritarianConsolidation

continues." AsianSurvey,vol.19,no.2(Feb.1979),pp.131-140especiallyat131-135･一飾

りだけの議会 (PuppetParliament)に他ならないことが理解される｡暫定国民議会が,Libingan

!ngBates-BaEasan(いんちきな法案の墓場)■一とか,最も高価なゼロックス･コピ-披械とか評され

る所以であるoCf.Canoy.oP.cit.,pp.178-186.

15) 第2回目 (73.7.27-28),第3回目 (75.2.27-28)そして第4回目 (76.10.16-17:これはレフェ

レンダムープレビシットであった)o l･2回目に関しては,｢市民参加の外見 (seniblance)を与えた

操作物 (managedaffairs)であり｣,真正の市民参加のための ｢一定の最低限の条件｣と質問を理解

するための ｢実質的な時間が不足していた｣と評されている｡RaulP.deGuzmanandAssociates,

"CitizenParticipationandDecision⊥MakingUnderMartialLaw :ASearchforaViable

PoliticalSystem"(CollegeofPublicAdministration,Univ.ofthePhilippines,March1976),

pp.13■& 33. 3回目の公式発表の分析は統計の正確さに疑いを持たせる矛盾点を示した｡ "An

･AnalysisoftheOfficialCommissiononElectionDataonthe1975Referendums," Signsof

theTimes,Mar.8,1975.第4回目に関する研究は,争点を学ぶ時間が不足していたこと,理性的

で責任のある参加を妨げた種々の要田, ｢プライバシ-と投票の聖域を維持する保障の欠如｣を発見

した｡ "AStudyofPoliticalParticipation:October1976Referendum" (Manila :Collegeof

PublicAdministration,Univ.ofthePhilippines,Dec.8,1976),pp.67-71. (以上はAbueva,

op.cit.,pp.47-48.から引用)｡ごく最近のフランス型の統治機構を採用した重大な意法改正 (強力

な大統領 ･執行委員会･首相で執行部を構成, ｢第四共和制｣へ移行一詳細は,浅野幸穂 ｢フィリピ

I/｣萩原宜之他 『世界の議会アジア ln〕』ぎょうせい,1983年,88-104貢のうち92-95頁参照)を

承認したプレビシット(81.4.7)においても,事態は変っていない｡ただボイコット者の増大 (900

万人,34%)が注目される｡ RobertL.Youngblood, `̀ThePhilippinesin1981 :From Ǹew

Rociety'toLNew Republic'," AsianSurvey,vol.22.no.2(Feb.1982),pp.226-235at

227-228.

16) 投票方法の問題 (口頭又は挙手による)を述べるもの (Canoy,op.cit.,p.155),票自体の創作

を告白するもの (MiJ'ares,OP.cit., pp.451-452),市民会議は ｢いちぢくの菓｣でありマルコス体制

と人民間の社会契約は存在しないと するもの (Bello,oP.cit.,p.117)がある｡

17) L-36142,50SCkA 30.Fern an do,TheConstitution,AppendixC,pp.LXXⅢ1:L皿.によ

る｡

18) 35年憲法第15編 ｢憲法改正｣は , 国会は両院合同会議で,上下院議員の投票の3/4により,憲法

改正を提案するかもしくは制憲会 議 を召集するo改正案は国民の批准を求めて提出される選挙におい

て,国民の過半数の投票による承 認 を要すると,規定する｡

19) 各論点に関する裁判官の判断 は 下図の通り(注17所収のコソセブシオソによる要約から作成)｡
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(欠員 1名)

論点(9 P.No.1102の正当性の論点は,司法判断適合的か,または政治問題であり司法判断不適 合

か :適合的であり政治問題でない○,不適合であり政治問題である×

論点② 71年Conイ:onによって提案された憲法は,実質的に関連の憲法 ･法律上の規定に一致して,

正当に批准されたか :批准されなかった○,批准された×

論点③ 提̀案された憲法は (正当な批准とは別に)国民による黙諾を得ているか :得ていない○,得

ている×,判断不能△ ､

論点④ 申請人は救済の資格があるか :ある○,ない×

論点(9 提案された憲法は有効か :有効でない○,有効である×,判断不能△

20) Fernando,oL).cit.,p.CXVⅢ に引用の JointOpinionofMakalintal & Castro.JJ.

21) Carmen,op.cit.,pp.951100.及びdo,"Constitutionalism andtheSupremeCourtina

ChangingPhilippinePolity,"Asia.aSurvey(Nov.1973),pp.1050-1061.

22) Ex♪arteMerryman,17Fed.Cas.144,No.9487(C.C.D.Md.1861).

23) 73年憲法第10編2節 1項により,最高裁判事は11名から15名に増えた｡親マルコスブロックの形

成がなされているかは不明だが,73年以後7名が任命されている｡FortunatoGupit,Jr.,Supreme

CourtDoctrines1978(Manila:RexBookStore,1979),p.xiii.

(未完)




